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平

成

二

十

四

年

第

六

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

会

議

録

（

第

一

号

）

 

 

開

 
 

 
会

 

平

成

二

十

四

年

十

二

月

七

日

 

午

前

十

時

 

 

出

席

議

員

 

（

十

二

名

）

 

 
 

 
 

一

 
 

番

 
 

 
 

杉

 
 

 

山

 
 

 

茂

 
 

 

夫

 
 

 
 

 
 

 

二

 
 

番

 
 

 
 

附

 
 

 

田

 
 

 

輝

 
 

 

雄

 

 
 

 
 

三

 
 

番

 
 

 
 

久

 
 

 

田

 
 

 

伸

 
 

 

一

 
 

 
 

 
 

 

四

 
 

番

 
 

 
 

高

 
 

 

坂

 
 

 
 

 
 

 

茂

 

 
 

 
 

五

 
 

番

 
 

 
 

下

 
 

 

田

 
 

 

敏

 
 

 

美

 
 

 
 

 
 

 

六

 
 

番

 
 

 
 

川

 
 

 

村

 
 

 

重

 
 

 

光

 

 
 

 
 

七

 
 

番

 
 

 
 

河

 
 

 

野

 
 

 
 

 
 

 

豊

 
 

 
 

 
 

 

八

 
 

番

 
 

 
 

円

 
 

 

子

 
 

 

徳

 
 

 

通

 

 
 

 
 

九

 
 

番

 
 

 
 

母

 

良

 
田

 
 

 
 

 
 

 

昭

 
 

 
 

 
 

 

十

 
 

番

 
 

 
 

山

 
 

 

本

 
 

 
 

 
 

 

実

 

 
 

 
 

十

 

一

 

番

 
 

 
 

金

 
 

 

崎

 
 

 

盛

 
 

 

三

 
 

 
 

 
 

 

十

 

二

 

番

 
 

 
 

苫

 

米

 

地

 
 

 

繁

 
 

 

雄

 

 

欠

席

議

員

 

（

な

 

し

）

 

 

地

方

自

治

法

第

百

二

十

一

条

の

規

定

に

よ

り

、

説

明

の

た

め

出

席

し

た

者

の

職

氏

名

 

 
 

 
 

町

 
 

 
 

長

 
 

吉

 
 

 

田

 
 

 
 

 
 

 

豊

 
 

 
 

 
 

 

副

町

長

 
 

保

 

土

 

澤

 
 

 

正

 
 

 

教

 

 
 

 
 

総

務

課

長

 
 

坂

 
 

 

本

 
 

 

定

 
 

 

美

 
 

 
 

 
 

 

企

画

財

政

課

長

 
 

保

 

土

 

沢

 
 

 

博

 
 

 

昭

 

 
 

 
 

税

務

課

長

 
 

棟

 
 

 

方

 
 

 

晃

 
 

 

祥

 
 

 
 

 
 

 

産

業

課

長

 
 

松

 
 

 

村

 
 

 
 

 
 

 

茂

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建

 
 

 
 

設

 

 
 

 
 

町

民

福

祉

課

長

 
 

保

 

土

 

沢

 
 

 

定

 
 

 

一

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下

 
 

 

田

 
 

 

正

 
 

 

幸

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下

水

道

課

長

 

 
 

 
 

病

院

事

務

長

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

茂

 
 

 

樹

 
 

 
 

 
 

 

会

計

管

理

者

 
 

山

 
 

 

本

 
 

 

晃

 
 

 

広

 

 
 

 
 

教

育

委

員

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長

 
 

 

根

 
 

 

富

 
 

 

栄

 
 

 
 

 
 

 

教

育

長

 
 

櫻

 
 

 

田

 
 

 

泰

 
 

 

弘

 

 
 

 
 

委

 

員

 

長
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農

業

委

員

会

 

 
 

 
 

教

育

課

長

 
 

川

 
 

 

村

 
 

 

政

 
 

 

則

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

松

 
 

 

村

 
 

 
 

 
 

 

茂

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

務

局

長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

選

挙

管

理

 

 
 

 
 

選

挙

管

理

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高

 
 

 

橋

 
 

 
 

 
 

 

司

 
 

 
 

 
 

 

委

員

会

 
 

坂

 
 

 

本

 
 

 

定

 
 

 

美

 

 
 

 
 

委

員

会

委

員

長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

務

局

長

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

監

査

委

員

 

  
 

 
 

代

表

監

査

委

員

 
 

米

 

内

 

山

 
 

 
 

 
 

 

功

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

義

 
 

 

喜

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

務

局

長

 

本

会

議

に

職

務

の

た

め

出

席

し

た

者

の

職

氏

名

 

 
 

 
 

事

務

局

長

 
 

田

 
 

 

中

 
 

 

義

 
 

 

喜

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局

次

長

 
 

畠

 
 

 

山

 
 

 

正

 
 

 

子

 

 
 

 
 

主

 
 

 
 

査

 
 

吉

 
 

 

田

 
 

 
 

 
 

 

聖

 

 

議

事

日

程

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

一

 
 

会

議

録

署

名

議

員

の

指

名

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

二

 
 

会

期

の

決

定

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

三

 
 

諸

報

告

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

四

 
 

総

務

常

任

委

員

会

付

託

案

件

の

委

員

長

報

告

及

び

採

決

 

 
 

 
 

日

 

程

 

第

 

五

 
 

提

出

議

案

の

一

括

上

程

（

町

長

の

提

案

理

由

の

説

明

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

議

員

提

出

議

案

 

 

会

議

に

付

し

た

事

件

 

 
 

 
 

議

事

日

程

に

同

じ
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会

議

録

署

名

議

員

の

氏

名

 

 
 

 
 

七
 

 

番

 
 

 
 

河

 
 

 

野

 
 

 
 

 
 

 

豊

 
 

 
 

 
 

 

八

 
 

番

 
 

 
 

円

 
 

 

子

 
 

 

徳

 
 

 

通
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会

議

の

経

過

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

起

立

願

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ご

着

席

く

だ

さ

い

。

 

 
 

 
 

 

本

日

の

欠

席

議

員

は

あ

り

ま

せ

ん

。

 

 
 

 
 

 

た

だ

い

ま

の

出

席

議

員

数

は

十

二

名

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

定

足

数

に

達

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

た

だ

い

ま

か

ら

平

成

二

十

四

年

第

六

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

を

開

会

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

直

ち

に

本

日

の

会

議

を

開

き

ま

す

。

 

 

開

議

（

午

前

十

時

一

分

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

本

日

の

議

事

日

程

は

お

手

元

に

配

付

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

日

程

第

一

 

会

議

録

署

名

議

員

の

指

名

を

行

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

定

例

会

の

会

議

録

署

名

議

員

は

、

六

戸

町

議

会

会

議

規

則

第

百

十

七

条

の

規

定

に

よ

り

、

議

長

に

お

い

て

七

番

、

河

野

豊

君

、

八

番

、

円

子

徳

通

君

の

両

名

を

指

名

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

二

 

会

期

の

決

定

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

会

期

決

定

前

に

、

議

会

運

営

委

員

会

委

員

長

の

報

告

を

求

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

十

一

番

。

 

 

議

会

運

営

委

員

長

（

金

崎

盛

三

君

）
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お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

去

る

十

一

月

十

二

日

告

示

と

な

り

、

本

日

招

集

さ

れ

ま

し

た

平

成

二

十

四

年

第

六

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

の

会

期

等

に

関

し

て

、

去

る

十

二

月

三

日

午

前

十

時

よ

り

議

会

運

営

委

員

会

を

開

催

し

審

議

し

た

結

果

、

本

定

例

会

の

会

期

は

別

紙

会

期

日

程

案

の

と

お

り

、

本

日

十

二

月

七

日

か

ら

十

二

月

十

一

日

ま

で

の

五

日

間

と

す

る

こ

と

に

決

定

い

た

し

ま

し

た

の

で

、

議

員

各

位

に

は

当

委

員

会

の

決

定

に

ご

賛

同

く

だ

さ

い

ま

す

よ

う

お

願

い

申

し

上

げ

て

、

報

告

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

議

会

運

営

委

員

会

委

員

長

の

報

告

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

定

例

会

の

会

期

は

、

委

員

長

報

告

の

と

お

り

、

本

日

よ

り

十

二

月

十

一

日

ま

で

の

五

日

間

と

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

が

、

こ

れ

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

本

定

例

会

の

会

期

は

本

日

十

二

月

七

日

よ

り

十

二

月

十

一

日

ま

で

の

五

日

間

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

三

 

諸

報

告

を

行

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

地

方

自

治

法

第

百

二

十

一

条

第

一

項

に

基

づ

き

出

席

要

求

し

た

者

及

び

委

任

に

よ

る

出

席

者

の

氏

名

に

つ

い

て

は

、

お

手

元

に

配

付

し

て

あ

り

ま

す

出

席

者

名

簿

の

と

お

り

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

一

部

事

務

組

合

議

会

議

員

に

よ

る

組

合

議

会

の

報

告

を

行

い

ま

す

。

 



－11－ 

 
 

 
 

 

最

初

に

、

十

和

田

地

域

広

域

事

務

組

合

議

会

議

員

の

河

野

豊

君

。

 

 

七

 
 

番

（

河

野

 

豊

君

）

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

十

和

田

地

域

広

域

事

務

組

合

の

第

二

回

議

会

定

例

会

の

内

容

を

ご

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

定

例

会

は

、

平

成

二

十

三

年

度

の

認

定

の

部

分

が

主

で

ご

ざ

い

ま

し

た

。

認

定

案

件

六

件

、

そ

れ

か

ら

報

告

案

件

二

件

、

条

例

案

件

二

件

、

あ

と

補

正

予

算

が

六

件

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

一

般

質

問

は

一

名

の

方

が

ご

登

壇

を

い

た

だ

き

ま

し

て

、

そ

の

内

容

に

つ

い

て

ご

紹

介

を

い

た

し

た

い

と

思

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

大

沼

平

の

ご

み

処

分

場

に

つ

い

て

現

況

は

ど

の

よ

う

に

な

っ

て

い

る

の

か

。

汚

染

水

の

継

続

的

な

調

査

は

実

施

し

て

い

る

の

か

、

将

来

の

処

分

場

と

し

て

再

利

用

す

る

考

え

は

な

い

か

と

い

う

ご

質

問

が

あ

り

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

そ

の

中

で

、

汚

染

水

の

検

査

に

つ

い

て

は

、

毎

月

水

質

検

査

を

し

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

、

そ

の

結

果

、

基

準

値

以

内

で

あ

る

と

い

う

ご

報

告

で

し

た

。

 

 
 

 
 

 

も

う

一

つ

は

、

処

分

場

を

再

利

用

す

る

考

え

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

、

要

は

処

分

場

の

延

命

を

図

る

考

え

は

な

い

か

と

い

う

こ

と

で

あ

り

ま

し

た

け

れ

ど

も

、

そ

れ

に

対

し

て

は

再

利

用

を

し

た

い

と

い

う

方

向

で

考

え

て

い

る

と

い

う

ふ

う

な

お

答

え

で

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

の

中

で

出

ま

し

た

こ

と

が

二

件

あ

り

ま

し

て

、

一

点

目

と

し

ま

し

て

は

新

聞

紙

上

に

も

出

ま

し

た

け

れ

ど

も

、

職

員

の

不

祥

事

が

一

件

ご

ざ

い

ま

し

た

。

そ

の

対

応

と

い

た

し

ま

し

て

、

職

員

に

対

し

て

は

免

職

と

、

そ

の

上

司

に

対

し

て

は

訓

告

と

い

う

処

分

を

下

し

ま

し

た

と

い

う

ご

報

告

が

あ

り

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

も

う

一

つ

は

、

十

和

田

市

内

の

火

災

現

場

に

お

き

ま

し

て

、

夜

間

消

防

自

動

車

が

出

動

し

た

際

に

、

火

災

現

場

を

誤

っ

て

通

過

し

て

し

ま

っ

た

と

、

そ

の

た

め

に

三

分

な

い

し

五

分

く

ら

い

現

場

到

着

が

お

く

れ

た

と

い

う

不

祥

事

が

ご

ざ

い

ま

し

た

。

そ

の

こ

と

に

対

し

て

は

、

常

日

ご

ろ

か

ら

職

員

に

対

す

る

教

育

を

徹

底

し

て

、

そ

う

い

う

こ

と

が

再

発

し

な

い

よ

う

に

や

っ

て

い

き

た

い

と

い

う

ご

報

告

が

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

十

和

田

広

域

事

務

組

合

の

六

戸

町

と

し

て

の

持

ち

分

、

予

算

の

お

金

の

持

ち

分

で

す

け

れ

ど

も

、

ご

紹

介

を

し

て

お

き

た

い

と

思

い
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ま

す

。

広

域

の

事

務

の

部

分

に

つ

い

て

七

百

六

十

七

万

八

千

円

、

そ

れ

か

ら

消

防

部

分

に

つ

い

て

は

一

億

九

千

三

百

三

十

八

万

六

千

円

、

給

食

業

務

に

つ

き

ま

し

て

は

三

千

三

百

七

十

万

五

千

円

、

清

掃

業

務

に

つ

き

ま

し

て

は

五

千

五

百

三

十

五

万

一

千

円

、

火

葬

業

務

に

つ

き

ま

し

て

は

一

千

六

十

八

万

一

千

円

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

、

十

和

田

広

域

事

務

組

合

の

諸

報

告

と

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

次

に

、

十

和

田

地

区

環

境

整

備

事

務

組

合

議

会

議

員

、

山

本

実

君

。

 

 

十

 
 

番

（

山

本

 

実

君

）

 

 
 

 
 

 

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ご

報

告

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

去

る

平

成

二

十

四

年

十

一

月

二

十

日

、

午

後

三

時

よ

り

十

和

田

地

区

環

境

整

備

事

務

組

合

議

会

、

第

二

回

定

例

会

が

議

会

議

事

堂

で

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

日

程

の

主

な

も

の

に

つ

き

ま

し

て

は

、

認

定

第

一

号

 

平

成

二

十

三

年

度

十

和

田

地

区

環

境

整

備

事

務

組

合

一

般

会

計

歳

入

歳

出

決

算

の

認

定

に

つ

い

て

と

、

認

定

第

四

号

 

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

、

認

定

第

五

号

 

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

認

定

第

一

号

は

、

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

三

億

九

千

九

百

八

十

四

万

七

千

円

に

対

し

、

歳

入

決

算

額

三

億

九

千

九

百

八

十

六

万

九

千

三

百

三

十

六

円

、

歳

出

決

算

額

三

億

八

千

六

百

五

十

三

万

九

百

八

十

三

円

で

、

歳

入

歳

出

差

し

引

き

残

額

一

千

三

百

三

十

三

万

八

千

三

百

五

十

三

円

が

実

質

収

支

額

と

な

っ

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

こ

の

中

七

百

万

円

を

財

政

調

整

基

金

に

、

六

百

三

十

三

万

八

千

三

百

五

十

三

円

を

翌

年

度

へ

繰

り

越

し

た

も

の

で

あ

り

、

質

疑

も

な

く

提

案

ど

お

り

認

定

さ

れ

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

ま

た

、

議

案

第

四

号

と

議

案

第

五

号

に

つ

い

て

は

、

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

が

減

少

す

る

こ

と

に

伴

い

規

約

を

変

更

す

る

必

要
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性

が

あ

る

た

め

協

議

し

た

も

の

で

あ

り

、

質

疑

も

な

く

原

案

ど

お

り

可

決

し

た

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ま

た

、

監

査

委

員

か

ら

は

、

歳

入

の

大

部

分

は

組

織

す

る

市

町

村

か

ら

の

分

賦

金

で

あ

り

、

今

後

も

引

き

続

き

経

費

の

節

減

、

事

業

の

合

理

化

の

徹

底

に

努

め

、

地

域

住

民

の

快

適

で

住

み

よ

い

生

活

環

境

の

保

全

に

一

層

努

力

さ

れ

る

こ

と

を

望

む

と

の

意

見

が

あ

っ

た

こ

と

も

報

告

い

た

し

て

お

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

な

お

、

関

係

書

類

並

び

に

資

料

に

つ

き

ま

し

て

は

事

務

局

に

届

け

て

あ

り

ま

す

の

で

、

あ

わ

せ

て

申

し

添

え

て

お

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

一

部

事

務

組

合

議

会

議

員

に

よ

る

組

合

議

会

の

報

告

を

終

わ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

町

の

監

査

委

員

か

ら

例

月

出

納

検

査

の

結

果

報

告

書

が

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

の

で

、

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

な

お

、

お

手

元

に

配

付

し

て

あ

り

ま

す

例

月

出

納

検

査

結

果

報

告

書

は

、

平

成

二

十

四

年

八

月

分

か

ら

平

成

二

十

四

年

十

月

分

ま

で

の

三

カ

月

分

で

あ

り

ま

す

。

い

ず

れ

も

計

数

的

に

誤

り

が

な

い

と

報

告

を

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

本

日

ま

で

に

受

理

し

た

陳

情

は

、

会

議

規

則

第

八

十

九

条

及

び

第

九

十

条

並

び

に

第

九

十

三

条

の

規

定

に

よ

り

、

お

手

元

に

配

付

の

請

願

等

文

書

表

の

と

お

り

四

件

で

、

四

件

と

も

議

員

配

付

と

す

る

こ

と

に

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

な

お

、

以

上

四

件

の

陳

情

書

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て

は

、

過

般

の

議

会

運

営

委

員

会

に

お

い

て

審

議

し

て

い

た

だ

い

て

お

り

ま

す

の

で

、

申

し

添

え

て

お

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

議

長

並

び

に

議

会

関

係

活

動

報

告

に

つ

い

て

は

、

お

手

元

に

配

付

し

て

あ

り

ま

す

別

紙

の

活

動

報

告

書

に

よ

り

、

報

告

に

か

え

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

四

 

総

務

常

任

委

員

会

付

託

案

件

の

委

員

長

報

告

及

び

採

決

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

第

四

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

に

お

い

て

総

務

常

任

委

員

会

に

付

託

し

て

あ

り

ま

し

た

陳

情

一

件

に

つ

い

て

、

総

務

常

任

委

員

会

委

員

長

よ

り

審

査

の

終

了

に

伴

い

、

請

願

等

審

査

報

告

書

が

提

出

さ

れ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

こ

で

、

総

務

常

任

委

員

会

委

員

長

の

報

告

を

求

め

ま

す

。
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八

番

。

 

 

総

務

常

任

委

員

長

（

円

子

徳

通

君

）

 

 
 

 
 

 

総

務

常

任

委

員

会

付

託

案

件

の

委

員

長

報

告

を

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

第

四

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

に

お

い

て

当

委

員

会

に

付

託

さ

れ

ま

し

た

地

球

温

暖

化

対

策

に

関

す

る

「

地

方

財

源

を

確

保

・

充

実

す

る

仕

組

み

」

の

構

築

を

求

め

る

意

見

書

の

提

出

に

つ

い

て

の

陳

情

書

の

取

り

扱

い

に

つ

い

て

、

去

る

平

成

二

十

四

年

九

月

二

十

五

日

に

委

員

会

を

開

催

し

、

慎

重

に

審

査

し

た

結

果

、

採

択

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

の

で

、

ご

報

告

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

な

お

、

議

長

あ

て

に

請

願

等

審

査

報

告

書

を

提

出

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

念

の

た

め

に

申

し

添

え

て

お

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

を

も

っ

て

委

員

長

報

告

と

い

た

し

ま

す

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

委

員

長

の

報

告

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

質

疑

及

び

討

論

を

省

略

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

質

疑

及

び

討

論

を

省

略

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

よ

り

、

陳

情

一

件

に

つ

い

て

採

決

を

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

お

諮

り

い

た

し

ま

す

。
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た

だ

い

ま

の

総

務

常

任

委

員

会

委

員

長

の

報

告

は

採

択

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

委

員

長

報

告

の

と

お

り

決

す

る

こ

と

に

ご

異

議

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

 

（

「

異

議

な

し

」

の

声

あ

り

）

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

ご

異

議

な

し

と

認

め

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

よ

っ

て

、

地

球

温

暖

化

対

策

に

関

す

る

「

地

方

財

源

を

確

保

・

充

実

す

る

仕

組

み

」

の

構

築

を

求

め

る

意

見

書

の

提

出

に

つ

い

て

の

陳

情

は

採

択

と

決

定

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

に

、

日

程

第

五

 

提

出

議

案

の

一

括

上

程

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

定

例

会

に

町

長

よ

り

提

出

さ

れ

ま

し

た

議

案

は

、

議

案

第

五

十

一

号

か

ら

議

案

第

六

十

四

号

ま

で

の

議

案

十

四

件

で

あ

り

ま

す

。

こ

れ

を

一

括

上

程

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

長

よ

り

提

案

理

由

の

説

明

を

求

め

ま

す

。
 

 
 

 
 

 

町

長

。

 

 

町

 
 

長

（

吉

田

 

豊

君

）

 

 
 

 
 

 

皆

様

、

改

め

ま

し

て

お

は

よ

う

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

提

案

理

由

説

明

を

申

し

述

べ

さ

せ

て

い

た

だ

き

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

平

成

二

十

四

年

第

六

回

六

戸

町

議

会

定

例

会

を

招

集

い

た

し

ま

し

た

と

こ

ろ

、

議

員

各

位

に

お

か

れ

ま

し

て

は

公

私

と

も

に

ご

多

用

の

と

こ

ろ

ご

出

席

を

賜

り

、

心

か

ら

お

礼

を

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

さ

て

、

本

年

も

あ

と

一

カ

月

弱

と

残

り

少

な

く

な

っ

て

ま

い

り

ま

し

た

が

、

我

が

国

は

数

多

く

の

内

憂

外

患

を

抱

え

て

お

り

、

新

年

を

間

近

に

し

明

る

い

夢

を

描

く

時

期

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

国

民

は

将

来

へ

の

大

き

な

不

安

を

抱

き

な

が

ら

年

の

瀬

を

迎

え

よ

う

と

し

て
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お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

の

年

の

瀬

の

慌

た

だ

し

さ

が

迫

る

中

、

衆

議

院

が

解

散

さ

れ

十

二

月

四

日

告

示

、

そ

し

て

十

六

日

に

投

開

票

と

な

り

ま

し

た

。

今

回

の

解

散

総

選

挙

に

つ

き

ま

し

て

は

賛

否

両

論

ご

ざ

い

ま

す

が

、

改

め

て

国

民

の

真

を

問

う

と

い

う

観

点

か

ら

す

れ

ば

意

義

が

あ

る

も

の

と

考

え

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

一

方

で

、

欧

州

や

中

国

な

ど

世

界

経

済

が

減

速

す

る

中

、

景

気

の

先

行

き

が

懸

念

さ

れ

て

お

り

、

ま

た

長

引

く

円

高

、

デ

フ

レ

な

ど

の

影

響

に

よ

り

、

地

域

経

済

は

依

然

と

し

て

厳

し

い

状

況

に

あ

り

、

地

方

財

源

の

見

通

し

と

し

て

は

地

方

交

付

税

な

ど

楽

観

で

き

る

状

況

に

な

く

、

税

収

の

見

通

し

も

不

透

明

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

ら

の

諸

課

題

は

選

挙

の

争

点

の

一

つ

で

あ

り

、

そ

の

解

決

は

新

政

権

に

引

き

継

が

れ

る

こ

と

に

な

る

と

思

い

ま

す

が

、

国

民

の

信

頼

を

回

復

し

、

国

民

が

希

望

の

持

て

る

明

る

い

未

来

を

実

現

す

る

た

め

に

は

、

今

ま

で

以

上

に

政

権

み

ず

か

ら

の

努

力

が

求

め

ら

れ

て

お

り

、

さ

ら

に

は

地

方

と

の

連

携

が

不

可

欠

で

あ

る

と

考

え

て

い

る

と

こ

ろ

で

ご

ざ

い

ま

す

。

そ

の

た

め

に

も

新

政

権

に

は

国

民

や

地

方

へ

の

説

明

責

任

を

果

た

し

な

が

ら

、

敏

速

で

毅

然

と

し

た

る

対

応

を

期

待

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

さ

て

、

当

町

の

ほ

う

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

お

き

ま

す

こ

と

し

の

農

作

物

の

状

況

で

ご

ざ

い

ま

す

が

、

近

年

類

を

見

な

い

猛

暑

と

少

雨

に

よ

り

作

柄

へ

の

影

響

が

懸

念

さ

れ

ま

し

た

が

、

水

稲

に

つ

き

ま

し

て

は

、

作

況

指

数

が

百

六

の

豊

作

と

な

り

、

ま

た

価

格

に

つ

き

ま

し

て

も

近

年

に

な

い

高

値

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

ま

た

、

野

菜

に

つ

き

ま

し

て

は

、

品

質

、

収

量

は

平

年

作

で

は

あ

り

ま

す

が

、

価

格

が

若

干

比

較

的

安

値

で

推

移

し

て

お

り

ま

す

。

今

後

の

動

向

に

期

待

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

ご

ざ

い

ま

す

。

今

後

と

も

、

農

業

所

得

の

向

上

の

た

め

関

係

機

関

と

連

携

し

て

取

り

組

ん

で

ま

い

り

た

い

と

思

っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

町

の

イ

ベ

ン

ト

と

し

ま

し

て

十

一

月

に

二

十

年

目

を

迎

え

ま

し

た

メ

イ

プ

ル

タ

ウ

ン

フ

ェ

ス

タ

二

〇

一

二

及

び

メ

イ

プ

ル

マ

ラ

ソ

ン

大

会

を

開

催

し

た

と

こ

ろ

で

ご

ざ

い

ま

す

。

期

間

中

、

町

内

は

も

ち

ろ

ん

、

近

隣

県

内

の

市

町

村

か

ら

、

昨

年

に

比

べ

八

千

人

ほ

ど

多

く

約

二

万

八

千

人

の

方

々

が

来

場

さ

れ

、

盛

況

の

う

ち

に

終

了

す

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

各

行

事

が

円

滑

に

実

施

さ

れ

ま

し

た

こ

と

は

、

議

員

各

位

の

ご

理

解

は

も

ち

ろ

ん

の

こ

と

、

実

行

委

員

を

初

め

、

献

身

的

な

町

民

皆

様

方

の

ご

協

力

の

た

ま

も

の

で

あ

り

、

関

係

各

位

に

対

し

ま

し

て

、

改

め

て

心

か

ら

感

謝

を

申

し

上

げ

る

次

第

で

あ

り

ま

す

。
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さ

ら

に

六

戸

町

と

し

て

は

大

変

喜

ば

し

い

こ

と

で

ご

ざ

い

ま

す

。

す

ば

ら

し

い

出

来

事

が

ご

ざ

い

ま

し

た

。

さ

き

の

大

相

撲

九

州

場

所

で

、

当

町

出

身

の

畠

山

三

郎

氏

が

行

司

の

最

高

位

の

立

行

司

の

一

人

と

な

り

ま

し

て

、

第

三

十

九

代

式

守

伊

之

助

を

襲

名

さ

れ

、

横

綱

土

俵

入

り

の

先

導

を

務

め

ま

し

た

。

今

後

と

も

健

康

に

十

分

留

意

さ

れ

、

さ

ら

な

る

精

進

を

重

ね

て

い

た

だ

き

た

い

も

の

と

願

っ

て

い

る

と

こ

ろ

で

ご

ざ

い

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

さ

て

、

季

節

は

厳

し

い

冬

へ

と

な

っ

て

ま

い

り

ま

し

た

。

雪

害

に

よ

る

災

害

や

雪

道

で

の

交

通

事

故

の

発

生

が

考

え

ら

れ

ま

す

。

例

年

の

と

お

り

、

町

と

し

て

は

冬

期

間

の

生

活

道

路

確

保

に

敏

速

に

対

応

し

て

ま

い

り

ま

す

が

、

町

民

の

協

力

も

必

要

と

な

っ

て

ま

い

り

ま

す

。

町

民

の

皆

様

に

は

通

常

に

ま

さ

る

安

全

運

転

に

努

め

て

い

た

だ

き

、

交

通

事

故

に

遭

わ

な

い

よ

う

に

願

う

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

そ

れ

で

は

、

今

議

会

定

例

会

に

提

案

い

た

し

ま

し

た

議

案

十

四

件

に

つ

い

て

、

そ

の

概

要

を

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

一

号

 

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

は

、

構

成

団

体

で

あ

る

三

戸

郡

町

村

会

館

管

理

組

合

が

平

成

二

十

五

年

三

月

三

十

一

日

を

も

っ

て

解

散

す

る

こ

と

に

伴

い

、

青

森

県

市

町

村

総

合

事

務

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

こ

れ

に

伴

う

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

、

構

成

団

体

と

協

議

す

る

必

要

が

生

じ

た

の

で

、

議

会

の

議

決

を

要

す

る

た

め

提

案

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

二

号

 

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

に

つ

き

ま

し

て

も

、

構

成

団

体

で

あ

る

三

戸

郡

町

村

会

館

管

理

組

合

が

解

散

す

る

こ

と

に

伴

い

、

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

を

組

織

す

る

地

方

公

共

団

体

数

の

減

少

及

び

青

森

県

市

町

村

職

員

退

職

手

当

組

合

規

約

の

変

更

に

つ

い

て

構

成

団

体

と

協

議

す

る

必

要

が

生

じ

た

の

で

、

議

会

の

議

決

を

要

す

る

た

め

提

案

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

三

号

 

六

戸

町

課

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

に

つ

き

ま

し

て

は

、

福

祉

行

政

事

務

の

多

様

化

と

事

務

量

の

増

に

対

応

す

る

た

め

、

町

民

福

祉

課

を

再

編

し

、

町

民

課

と

福

祉

課

に

す

る

た

め

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

四

号

 

六

戸

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。
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こ

れ

は

、

青

森

県

ひ

と

り

親

家

庭

等

医

療

費

助

成

事

業

実

施

要

領

等

の

一

部

改

正

に

伴

い

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

五

号

 

六

戸

町

乳

幼

児

医

療

費

給

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

は

、

乳

幼

児

医

療

費

の

給

付

方

法

に

つ

い

て

、

現

物

給

付

対

象

者

の

拡

大

を

図

る

た

め

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

六

号

 

六

戸

町

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

案

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

こ

れ

は

、

青

森

県

重

度

心

身

障

害

者

医

療

費

助

成

事

業

実

施

要

領

等

の

一

部

改

正

に

伴

い

改

正

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

七

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

一

般

会

計

補

正

予

算

（

第

四

号

）

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

予

算

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

五

千

三

百

六

万

九

千

円

を

追

加

し

、

補

正

後

の

予

算

総

額

を

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

四

十

八

億

九

千

八

百

十

七

万

二

千

円

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

八

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

予

算

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

千

七

百

七

十

三

万

円

を

追

加

し

、

補

正

後

の

予

算

総

額

を

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

十

三

億

千

六

百

十

三

万

三

千

円

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

五

十

九

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

国

民

健

康

保

険

病

院

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

予

算

は

、

収

益

的

支

出

に

お

い

て

既

定

予

算

額

五

億

七

千

五

百

十

六

万

九

千

円

で

の

予

算

調

整

を

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

六

十

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

下

水

道

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

予

算

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

か

ら

百

三

十

三

万

八

千

円

を

減

額

し

、

補

正

後

の

予

算

総

額

を

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

三

億

五

千

百

九

十

四

万

七

千

円

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

六

十

一

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

介

護

保

険

事

業

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

二

号

）

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

予

算

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

百

六

十

七

万

円

を

追

加

し

、

補

正

後

の

予

算

総

額

を

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

十

二

億

八

百

四

十

二

万

二

千

円

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

六

十

二

号

 

平

成

二

十

四

年

度

六

戸

町

後

期

高

齢

者

医

療

特

別

会

計

補

正

予

算

（

第

三

号

）

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 



－19－ 

 
 

 
 

 

今

回

の

補

正

予

算

は

、

既

定

の

歳

入

歳

出

予

算

の

総

額

に

十

二

万

円

を

追

加

し

、

補

正

後

の

予

算

総

額

を

歳

入

歳

出

そ

れ

ぞ

れ

一

億

四

百

五

十

四

万

四

千

円

と

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

六

十

三

号

 

六

戸

町

教

育

委

員

会

委

員

の

任

命

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

六

戸

町

教

育

委

員

会

委

員

、

長

根

富

栄

氏

が

、

平

成

二

十

四

年

十

二

月

二

十

四

日

を

も

っ

て

任

期

満

了

す

る

こ

と

に

伴

い

、

同

氏

、

住

所

、

六

戸

町

大

字

犬

落

瀬

字

岡

沼

百

七

十

三

番

地

、

氏

名

、

長

根

富

栄

、

生

年

月

日

、

昭

和

二

十

四

年

五

月

五

日

を

任

命

す

る

こ

と

に

つ

い

て

同

意

を

求

め

る

た

め

提

案

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

議

案

第

六

十

四

号
 

人

権

擁

護

委

員

の

候

補

者

の

推

薦

に

つ

い

て

申

し

上

げ

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

人

権

擁

護

委

員

、

田

澤

孝

三

郎

氏

が

、

平

成

二

十

五

年

三

月

三

十

一

日

を

も

っ

て

任

期

満

了

す

る

こ

と

に

伴

い

、

同

氏

、

住

所

、

六

戸

町

大

字

犬

落

瀬

字

権

現

沢

八

十

一

番

地

八

、

氏

名

、

田

澤

孝

三

郎

、

生

年

月

日

、

昭

和

十

六

年

三

月

二

十

三

日

を

推

薦

す

る

こ

と

に

つ

い

て

同

意

を

求

め

る

た

め

提

案

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

、

本

定

例

会

に

提

案

い

た

し

ま

し

た

議

案

に

つ

い

て

の

概

要

を

ご

説

明

申

し

上

げ

ま

し

た

が

、

詳

細

に

つ

き

ま

し

て

は

担

当

課

長

か

ら

説

明

さ

せ

ま

す

の

で

、

慎

重

に

ご

審

議

の

上

、

ご

決

議

を

い

た

だ

き

ま

す

よ

う

よ

ろ

し

く

お

願

い

申

し

上

げ

ま

し

て

、

提

案

理

由

の

説

明

と

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

あ

り

が

と

う

ご

ざ

い

ま

し

た

。

 

 

議

 
 

長

（

苫

米

地

繁

雄

君

）

 

 
 

 
 

 

町

長

の

提

案

理

由

の

説

明

が

終

わ

り

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

こ

の

ほ

か

に

、

議

員

提

出

議

案

第

三

号

と

議

員

提

出

議

案

第

四

号

に

つ

い

て

は

、

本

会

議

最

終

日

に

審

議

し

て

い

た

だ

く

こ

と

に

し

て

お

り

ま

す

の

で

、

ご

了

解

を

お

願

い

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

以

上

で

、

本

日

の

議

事

日

程

を

全

部

終

了

い

た

し

ま

し

た

。

 

 
 

 
 

 

次

の

本

会

議

を

十

二

月

十

日

午

前

十

時

よ

り

本

議

事

堂

に

お

い

て

再

開

い

た

し

ま

す

の

で

、

本

席

よ

り

告

知

い

た

し

ま

す

。

 

 
 

 
 

 

本

日

は

こ

れ

に

て

散

会

い

た

し

ま

す

。
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ど

う

も

お

疲

れ

さ

ま

で

し

た

。

 

 

散

会

（

午

前

十

時

三

十

分

）

 


